
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への 
お問い合わせ先 

３
月
定
時
登
録
に
よ
る
選
挙

人
名
簿
新
規
登
録
者
の
縦
覧

　

３
月
１
日
現
在
で
、
新
た
に
登

録
さ
れ
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

■
新
規
登
録
者

　

昭
和
61
年
３
月
２
日
以
前
に
生

ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平
成
17
年

12
月
１
日
ま
で
に
西
条
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
も
し
く
は
同
日

ま
で
に
転
入
の
届
け
出
を
し
た
人

で
、
引
き
続
き
西
条
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
。

■
縦
覧
期
間

　

３
月
３
日
㈮
～
７
日
㈫

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所

　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
の
廃
車
・

譲
渡
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
、
ま
た
は
使
用
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
車
や
紛
失
、
名
義
変
更
、
住

所
変
更
の
手
続
き
は
、
３
月
中
に

次
の
受
付
場
所
で
済
ま
せ
て
く
だ

さ
い
。
４
月
以
降
に
手
続
き
を
し

て
も
、
そ
の
年
度
の
軽
自
動
車
税

は
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

■
受
付
場
所

軽
自
動
車
（
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
媛
事
務

所TEL
０
８
９―

９
７
５―

７
３
１
０

二
輪
車
（
１
２
５
㏄
超
）

　

四
国
運
輸
局
愛
媛
運
輸
支
局

TEL
０
５
０―

５
５
４
０―

２
０
７
６

原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
㏄
以

下
）

〇
市
庁
舎
本
館
納
税
課

　

税
務
管
理
係（
内
線
２
２
８
３
）

〇
東
予
総
合
支
所
税
務
課

　

納
税
係　
　
　
（
内
線
１
２
２
）

〇
丹
原
総
合
支
所
税
務
課

　

納
税
係　
　
　
（
内
線
２
６
１
）

〇
小
松
総
合
支
所
税
務
課

　

納
税
係　
　
　
（
内
線
１
１
２
）

３
月
の
市
税
ご
よ
み

20
日　

国
民
健
康
保
険
税
第
８
期

分
の
督
促
状
の
発
送

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

の
督
促
料
と
延
滞
金
を
い
た
だ

き
ま
す
。

国
保
の
退
職
者
医
療
制
度
の
届

出
を
お
忘
れ
な
く

　

会
社
な
ど
に
長
年
勤
め
た
後
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た
人

で
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
等
を

受
給
し
て
い
る
人
と
そ
の
被
扶
養

者
は
、
退
職
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

加
入
の
届
出
は
、
市
庁
舎
本
館

市
民
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

　

次
の
事
項
す
べ
て
に
該
当
す
る

方
（
退
職
被
保
険
者
）
と
そ
の
被

扶
養
者
で
す
。

〇
国
民
健
康
保
険
に
加
入
（
予
定

含
む
）
し
て
い
る
人

〇
老
人
保
健
制
度
の
適
用
を
受
け

て
い
な
い
人

〇
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
等
（
国

民
年
金
は
除
く
）
に
原
則
と
し

て
20
年
以
上
の
加
入
期
間
が
あ

る
人
、
ま
た
は
40
歳
以
降
に
10

年
以
上
加
入
期
間
が
あ
る
人

■
被
扶
養
者
と
は

　

退
職
被
保
険
者
と
同
じ
世
帯
の

人
で
、
退
職
被
保
険
者
本
人
の
収

入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て

お
り
、
次
の
条
件
す
べ
て
に
該
当

す
る
人
で
す
。

〇
退
職
被
保
険
者
本
人
の
配
偶
者

ま
た
は
３
親
等
以
内
の
親
族
等

〇
国
民
健
康
保
険
に
加
入
（
予
定

含
む
）
し
て
い
る
人

〇
老
人
保
健
制
度
の
適
用
を
受
け

て
い
な
い
人

〇
退
職
被
保
険
者
本
人
よ
り
年
収

が
少
な
く
、
１
３
０
万
円
未
満

（
60
歳
以
上
の
人
、
一
定
の
障

害
が
あ
る
人
は
１
８
０
万
円
未

満
）
で
あ
る
こ
と

■
届
出
に
必
要
な
も
の

　

年
金
証
書
、
国
民
健
康
保
険
証
、

印
鑑

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
保
険
年
金
課

　

国
保
係　
　
（
内
線
２
４
３
３
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
５
３
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
２
０
８
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
（
内
線
１
３
５
）

小
規
模
建
築
物
の
建
築
確
認

等
を
市
が
行
い
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
西
条
市
が
建
築

基
準
法
上
の
限
定
特
定
行
政
庁
に

な
る
た
め
、
左
表
の
建
築
物
や
工

作
物
の
建
築
確
認
・
完
了
検
査
の

事
務
は
、
市
で
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
建
築

物
に
対
し
て
の
、
住
宅
金
融
公
庫

融
資
に
係
る
審
査
や
建
設
リ
サ
イ

ク
ル
法
に
係
る
解
体
工
事
な
ど
の

届
出
の
受
理
も
市
で
行
い
ま
す
。

　

市
が
審
査
す
る
建
築
物
な
ど
に

つ
い
て
は
、
申
請
書
の
提
出
部
数

や
手
数
料
の
納
付
方
法
が
変
わ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
別
館
建
築
住
宅
課

　

建
築
指
導
係（
内
線
２
７
５
２
）

〇その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以
　下の特殊建築物（共同住宅、マーケット、倉庫、
　自動車車庫など）
〇２階建て以下で、延べ面積500㎡以下、高さ13㍍
　以下、軒の高さ９㍍以下の木造建築物（特殊建築
　物を除く）
〇１階建てで、延べ面積200㎡以下の非木造建築物
　（特殊建築物を除く）

〇高さ６㍍を超え10㍍以下の煙突
〇高さ４㍍を超え10㍍以下の広告塔・広告板・装飾塔等
〇高さ２㍍を超え３㍍以下の擁壁

※工作物は市が建築確認等を行う建築物の敷地内に築造されるものに限ります。

■市が建築確認・完了検査を行う建築物・工作物

建
築
物

工
作
物
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